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点検内容（市民参加条例及び市民参加条例施行規則の一部抜粋） 

 

 

１ パブリックコメント 

【条例】 

（パブリックコメント手続の実施） 

第10条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、次

に掲げる事項を公表しなければならない。 

(1) 対象行為の案及び当該案に関する資料 

(2) 意見等の提出先、提出方法及び提出期間 

(3) その他必要な事項 

２ 実施機関は、パブリックコメント手続において、意見等の提出があったと

きは、次に掲げる事項を公表しなければならない。 

(1) 対象行為の案の概要 

(2) 提出された意見等の概要 

(3) 提出された意見等に対する実施機関の考え方 

(4) 対象行為の案を修正した場合は、その内容 

(5) その他必要な事項 

３ 意見等の提出期間は、第１項の規定による公表の日から30日以上とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、

30日を下回る意見等の提出期間を定めることができる。この場合において

は、第１項に規定する公表の際、その理由を明らかにしなければならない。 

（再度のパブリックコメント手続の実施） 

第11条 実施機関は、パブリックコメント手続により提出された意見等に基づ

き修正された対象行為の案が、前条第１項の規定により公表した対象行為の

案と異なるものとなったときは、再度パブリックコメント手続を実施するこ

とができる。 
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【規則】 

（パブリックコメント手続） 

第４条 条例第10条及び第11条に規定するパブリックコメント手続による意見

等の提出方法は、次のとおりとする。 

(1) 郵便 

(2) ファクシミリ 

(3) 電子メール 

(4) パブリックコメント手続を実施する所管課が指定する場所への書面の持

参 

(5) その他市長が必要と認める方法 

２ パブリックコメント手続により意見等を提出しようとする者は、住所、氏

名その他市長が必要と認める事項を明らかにしなければならない。この場合

において、意見を提出しようとする者が明らかにする必要がある事項につい

ては、意見等の募集の際に明示するものとする。 
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２ 審議会 

【条例（自治基本条例）】 

（審議会等の運営） 

第31条 市長等は、附属機関その他これに類する機関（以下「審議会等」とい

う。）を設置し、及び運営しようとするときは、審議会等の設置目的、審議

内容等に応じ、審議会等の委員の全部又は一部を公募するよう努めるものと

する。 

２ 市長等は、審議会等の委員を適正に選任するとともに、その選任理由等に

ついて説明しなければならない。 

３ 審議会等は、正当な理由がない限り、会議を公開するものとする。 

４ 審議会等は、必要に応じて、関係者からの意見等の聴取その他の効果的な

方法により市民の意見等を求め、その意見等を審議に反映させるよう努める

ものとする。 

 

【条例】 

（審議会等の運営） 

第９条 審議会等の運営は、自治基本条例第31条の規定によるほか、次項から

第４項までに定めるところによる。 

２ 実施機関は、審議会等の委員の公募に当たっては、次に掲げる事項を公表

しなければならない。 

(1) 選考の基準及び方法 

(2) その他必要な事項 

３ 実施機関は、審議会等を開催したときは、会議録を作成し、その概要を公

表しなければならない。 

４ 実施機関は、審議会等から会議の結果等の報告を受けたときは、当該報告

の概要その他必要な事項を公表しなければならない。 
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【規則】 

（審議会等の委員の公募等） 

第３条 市長は、条例第９条第２項に規定する審議会等の委員の公募に当たっ

ては、審議会等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として委

員の総数の５分の１以上を公募により選出するよう努めるものとする。 

(1) 法令により委員の資格が限られているもの 

(2) 委員に対して特に専門的な識見が要求されるもの 

(3) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱うもの 

(4) その他公募による委員の選任が適当でないと市長が認めるもの 

２ 条例第９条第２項第１号に規定する選考の基準及び方法は、次のとおりと

する。 

(1) 公募による委員の資格は、次のとおりとすること。 

ア 公募を実施する審議会等の委員の任期の初日において、本市における

他の審議会等の委員でない者 

イ 原則として18歳以上の市民 

ウ 本市の職員及び議員でない者 

(2) 公募の委員の選考は、次のいずれかの方法により行うこと。 

ア 小論文等による選考 

イ 面接による選考 

ウ 書類選考 

３ 条例第９条第２項第２号に規定する必要な事項は、次のとおりとする。 

(1) 審議会等の名称及び所掌事務 

(2) 募集する委員の数及び任期 

(3) 応募資格及び応募方法 

(4) 会議開催の予定時期及び予定回数 

(5) 報酬等の有無 

(6) その他市長が必要と認める事項 

４ 委員を公募する期間は、原則として30日以上とする。 

５ 市長は、審議会等の委員を選任したときは、次に掲げる事項を公表するも

のとする。 
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(1) 審議会等の名称 

(2) 委員を募集した期間 

(3) 委員の選考方法 

(4) 応募者及び選任した委員の数及び選任理由 

(5) その他市長が必要と認める事項 
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３ 意見交換会 

【条例】 

（意見交換会の開催） 

第12条 実施機関は、意見交換会を開催しようとするときは、次に掲げる事項

を公表しなければならない。 

(1) 意見交換会の名称及び議題 

(2) 開催日時及び開催場所 

(3) その他必要な事項 

２ 実施機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、その概要

を公表しなければならない。 

３ 実施機関は、意見交換会で出された意見等の概要及び当該意見等に係る実

施機関の考え方その他必要な事項を公表しなければならない。 

 

【規則】 

（意見交換会） 

第５条 条例第12条第１項に規定する公表は、原則として当該意見交換会の開

催日の２週間前までに行わなければならない。 

２ 条例第12条第２項に規定する開催記録には、次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

(1) 意見交換会の名称 

(2) 開催日時及び場所 

(3) 参加者数 

(4) 議事の経過及び発言の要旨 

(5) その他市長が必要と認める事項 
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４ ワークショップ 

【条例】 

（ワークショップの開催） 

第14条 実施機関は、ワークショップを開催しようとするときは、次に掲げる

事項を公表しなければならない。 

(1) ワークショップの名称及び議題 

(2) 公募の方法 

(3) その他必要な事項 

２ 実施機関は、ワークショップを開催するに当たっては、共同作業を通じて

多様な提案を引き出すとともに、当該提案が実現可能なものとなるよう助言

するものとする。 

３ 実施機関は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、その

概要を公表しなければならない。 

４ 実施機関は、ワークショップにおいて実現可能な提案がなされたときは、

当該提案の概要及び当該提案に係る実施機関の考え方その他必要な事項を公

表しなければならない。 

 

【規則】 

（ワークショップ） 

第７条 条例第14条第２項に定めるもののほか、市長は、ワークショップの開

催に当たっては、議題、作業内容及び実施回数の設定並びに会議を進行する

者の選任等を適切に行い、参加者の誰もが自由に意見を述べ、又は議論する

ことができる環境を確保するよう努めるものとする。 

２ 条例第14条第３項に規定する開催記録には、次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

(1) ワークショップの名称 

(2) 開催日時及び場所 

(3) 参加者数 

(4) 議事の経過及び発言の要旨 

(5) その他市長が必要と認める事項 
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５ 意向調査 

【条例】 

（意向調査の実施） 

第15条 実施機関は、意向調査を実施しようとするときは、その目的を明らか

にするとともに、回答に必要な情報を提供しなければならない。 

２ 実施機関は、意向調査の実施後、その結果を公表しなければならない。 

 

【規則】 

第８条 条例第15条第２項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。 

(1) 意向調査の名称 

(2) 意向調査の目的、方法及び対象 

(3) 意向調査の実施時期 

(4) 回答率及び集計結果 

(5) その他市長が必要と認める事項 
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６ 共通 

【規則】 

（公表の方法） 

第10条 条例及びこの規則の規定による公表は、次に掲げる方法のうち、市長

が適当と認める方法により行うものとする。 

(1) 次に掲げる場所での閲覧又は配布 

ア 市民参加の手続を実施する所管課の窓口 

イ 市政情報コーナー 

ウ 厚木市地区市民センター 

エ 厚木市役所連絡所 

オ 厚木市立中央図書館 

(2) 市の広報紙への掲載 

(3) インターネットを利用しての閲覧 

(4) その他市長が適当と認める方法 
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